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令和８年度「全国安全週間」を７月に実施 6月は準備月間

令和８年度 全国安全週間 スローガン

「多様な人材 全員参加 みんなで育てる安全職場」

全国安全週間は、「人命尊重」という基本理念の下、「産業界での自主的な労働災害防止活動

を推進し、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図ること」を目的に今年で99回目を迎

えます。

近年の労働災害については、死亡災害は減少傾向にある一方、休業４日以上の死傷災害は平成

21年以降、増加傾向が継続しています。

労働災害を少しでも減らし、労働者一人ひとりが安全に働くことができる職場環境を築くため

には、令和５年３月に策定された第14次労働災害防止計画に基づく施策を着実に推進するための

不断の努力が必要であり、計画年次４年目となる令和８年度においても、労使一丸となった取組

が求められます。

よって更なる労働災害の減少を図る観点から、令和８年度の全国安全週間は上記スローガンの

下、取り組んでいきます。事業主の皆様におかれましては、全国安全週間の実施要綱を確認いた

だき、７月の本期間に向けて６月より準備を進めていただきますようお願いいたします。

令和８年度全国安全週間

実施要綱

第14次労働災害防止計画

【計画概要】 【第14次防取組状況点検表】

14次防の重点と全国安全週間の

実施事項には重複も多いです！

新緑まぶしい季節の訪れからひと月ほど経ちました。
会員のみなさまいかがお過ごしでしょうか。
この号がみなさまのお手元に届くころには、全国安全週間準備月間（６月１日から６月30日）を

迎えていることと思います。
令和８年度のスローガンは「多様な人材 全員参加 みんなで育てる安全職場」です。
近年は高年齢労働者の増加等を背景として、当署管内でも転倒や腰痛といった労働者の作業行動

に起因する労働災害が増加傾向にあります。昨今の人手不足の中において高年齢労働者は貴重な戦
力ですが、ひとたび労働災害が発生すると休業期間が長期化するのが一般的です。今年４月１日に
は「高年齢者の労働災害防止のための指針」が施行されました。
皆様方におかれましては、全国安全週間の実施要綱を確認いただき、高年齢労働者の労働災害防

止を含めた災害防止活動に積極的に取り組んでいただきますようお願いします。

初夏の候 大船渡労働基準監督署 署長 飯野 洋司
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厚生労働省では５月より「STOP！熱中症クールワークキャンペーン」が始まっておりますが、

５月上旬には既に県内でも真夏日となった地点があり、事業場の皆様も早くも本格的な夏の到来

を感じているかと思います。先手先手で対策を打っていきましょう！

物流倉庫内の作業場で、トラックから荷物を下ろす作業を午前８時から３時間実施。

休憩後、休憩室から出ようとしたところ被災者が歩行不能となり救急搬送。

事業場内は空調管理されており、飲料水サーバーも設置されていた。

被災者は体調不良による休職から復帰したばかりであった。

作業環境が整っていたとしても、労働者の体調によっては労働災害に！

人は体を動かすと、体内で熱が作られて体温が上昇し、汗をかくことによる気化熱や皮膚血管

拡張により体の表面から空気中に熱を逃がす熱放散で体温を調整します。この調節がうまく機

能しないと体の中に熱がたまって体温が上昇し熱中症が引き起こされます。

そのため本格的な暑さが到来する前に、身体を暑さに慣れさせ、身体から効率的に熱が放出で

きるようにしておくことが大切です。

特に…入職したての方や長期休暇明けの方、持病をお持ちの方などは、要実施！

日常生活の中で、無理のない範囲で汗をかくようにする

（例）歩く・走る … 歩くならば目安として30分、走るならば目安として15分、週５回

筋トレ・ストレッチ … 目安として30分、週５回から毎日

入浴・サウナ … お風呂はシャワーだけでなく湯船につかる、２日に１回

・仕事に従事する時間を短くする

・休憩回数を増やす、休憩時間を長くする

・体に負荷のかかる作業を減らす

県内では既に真夏日も！ 熱中症への備え万全に！

こんな場所でも！熱中症

暑熱順化（暑さに慣れる）

方法 数日から2週間程度継続して実施！

暑さに慣れるまでは…

※一部、
一般財団法人日本気象協会 「熱中症ゼロへ」内記事「暑熱順化」を参考
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令和８年度労働保険の年度更新期間開始！

令和８年度労働保険の年度更新期間

令和８年６月１日（月）～ 令和８年７月10日（金）

年度更新の申告書は、岩手労働局や大船渡労働基準監督署への郵送、

または電子申請でも受け付けております。

期間中でのお手続きを忘れずにお願いいたします！

厚生労働省

「働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」

労務管理、安全衛生情報を
随時掲載中！

サイトはこちら！

大船渡監督署からのお知らせ

検 索
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